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ワクチン接種をされる皆様へ 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（第３回目）の予約を行う前に必ず

お読みください。 

                   

1 接種対象者 

滋賀県広域ワクチン接種センターで接種できる方は、次の（１）または（２）のいず

れかに該当する方です。 

（１）滋賀県内の市町に住民票のある方 

ア 接種日の時点において、住民票のある市町が発行した接種券（３回目）をお持ち

の方。 

イ ２回目の接種から６か月以上経過している方 

ウ 接種日の当日に満１８歳以上の方。 

エ 事前に予約されている方 

 

（２）滋賀県内の市町に住民票がない方 

ア 滋賀県内の事業所または学校に通勤通学している方で、接種日の時点において、

住民票のある市町が発行した接種券（３回目）をお持ちの方。 

イ ２回目の接種から６か月以上経過している方 

ウ 接種日の当日に満１８歳以上の方。 

エ 事前に予約されている方 

なお、接種日には滋賀県内に通勤通学していることがわかる、社員証、学生証、

生徒証等または通勤通学証明書をご持参いただく必要があります。 

 

お持ちの接種券（接種券番号）、初回接種（1 回目、２回目）の予防接種済証について

は、次の点を事前に確認してください。 

【1 回目、２回目の予防接種済証の事前確認をお願いします】 

◆追加接種（第３回目）を受けることができる方は、次の新型コロナワクチンを初回接

種（１回目、２回目）で接種された方です。 

➀日本国で承認されているファイザー社製の「コミナティ筋注」、武田薬品工業㈱/モデ

ルナ社製の「スパイクバックス筋注」、アストラゼネカ社製の「バキスゼブリア筋注」

より、２回の接種済みの方。 

②海外において上記➀以外のワクチンを接種された方は、コールセンターにご確認く

ださい。 

【３回目の接種券の事前確認をお願いします】 

◆ 接種の当日に、他の市区町村へ住民票を移されてから接種会場に来られる方、また

は接種した後、その日の内に他の市区町村へ住民票を移される方は、接種日の前日ま

でに住民票のあった市区町村が発行した接種券は使用できません。 

◆ 以前に住民票のあった市区町村から３回目の接種券が届いた後に、住民票を他の

市区町村へ移されている場合や、接種券を紛失された場合は、接種の当日時点に住民
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票がある市区町村へ接種券の発行を事前に申請し、ご用意していただく必要があり

ます。 

◆住民票を他の市区町村へ移されている場合は、接種券番号も新しい番号になってい

ますので、新しい接種券の交付を受けてから予約してください。 

 

(※)市区町村の「区」は、東京２３区の特別区を意味します。 

 

また、他の接種会場を予約している方、または当センターに予約してから日程を変更

したい方は、二重予約にならないように、既に予約済みの会場・日時の取り消しを忘れ

ないようにしてください。 

（※）接種日の前２週間以内にインフルエンザワクチン（新型コロナウイルスワクチン以

外）等を接種されている場合は、今回の新型コロナワクチンは接種できません。 

 

２ ワクチンについて 

・使用するワクチンは、武田／モデルナ社製のワクチンです。新型コロナワクチン予防

接種についての説明書（追加（３回目）接種用）をお読みください。 

・血をサラサラにする薬を飲まれている方は、「血をサラサラにする薬を飲まれている

方へ」等をよくお読みください。 

 

 

３ ワクチン接種の際に必要なもの 

（１） 追加接種用の予診票および接種券 

・追加接種用（第３回目）の予診票および接種券は、必ず接種の当日時点に住民票があ

る市区町村が交付したものをご持参ください。 

・接種券を忘れた場合は、ご来場いただいても、接種できませんのでご注意ください。 

・追加接種用（第３回目）の接種券は予診票に印刷されています。（一部の市区町村で

は、予診票と接種券が別になった形で同封されているものがあります。） 

・予診票への記載は、普通のボールペンを使用してください。フリクションのボールペ

ンおよび鉛筆は使用しないでください。 

・住民票を他の市区町村へ移された場合は、住民票を移す前の市区町村が発行した接種

券は使用できません。 

・住民票を他の市区町村へ移されている場合や、接種券を紛失された場合は、接種の当

日時点に住民票がある市区町村へ接種券の発行を事前に申請し、ご用意していただく

必要があります。 

 

（２）予診票・接種券に同封されているもの 

・市区町村から送付される書類には、３回目の接種済証のシールを貼るための新型コロ

ナワクチン予防接種済証の台紙や、１回目、２回目の接種記録が書いてある書類も同

封されています。 

・同封されている書類は全て会場に持参してください。 
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（３）本人確認書類（住民票の住所が記載されているもの） 

・接種の当日時点の住民票に記載されている住所が記載されている本人確認書類は、

下欄を参考にしてご持参ください。 

・本人確認書類をご持参されていない場合や本人確認書類に接種の当日時点に住民票

に記載されている住所の記載がない場合は接種できません。 

個人番号カード（マイナンバーカード）、個人番号通知カード、住民票記載事項証明

書、在留カード、運転免許証、健康保健証、学生証、生徒手帳等 

 

（４）滋賀県内に通勤・通学していることがわかるもの 

（住民票が県外の市区町村にある方のみ） 

・滋賀県内に通勤・通学していることがわかる、社員証、学生証、生徒証等をご持参

ください。 

・会社名や学校名のみが記載されている社員証や学生証など、滋賀県内の事業所名、

キャンパス名等の記載がない場合は、証明書として使用できません。 

・滋賀内の事業所、キャンパス名などが記載した社員証、学生証、生徒証等お持ちで

ない場合は、県内に通勤・通学先の所属長が作成した「滋賀県通勤通学証明書」を

会場へお持ちください。証明書の様式は、別添の書類をお使いください。 

 

４ その他 

・予約手続きが完了したら、ご登録されたメールアドレスに確認の連絡が届きますので、

必ず内容をご確認ください。 

・接種日当日に持参する必要書類が揃っているかを別添の「持ち物チェックリスト」によ

り確認してください。 

・無断キャンセル、無断遅刻は厳に謹んでください。 

・接種日当日は、指定時刻にお越しください。遅刻される場合は、予約時間までにコール

センターへご連絡ください。 

・キャンセルされる場合は接種日当日の午前１０時３０分までに、コールセンターへご連

絡ください。 

・接種日の２日前までは、ご自身が予約システムを操作してキャンセルできます。 

 

滋賀県広域ワクチン接種コールセンター 

電話番号：０５０-３６６５-９６５４ 

金曜日および土曜日９時から２１時まで。 

日曜日から木曜日まで ９時から１７時まで。 

 



血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

商品名 一般名

ワーファリン ワルファリンカリウム

プラザキサ ダビガトランエテキシラート

イグザレルト リバーロキサバン

エリキュース アピキサバン

リクシアナ エドキサバントシル酸塩水和物

抗凝固薬
不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点

・ 腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
・ 接種にあたって、 お薬の休薬は必要ありません。

！ 接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など
動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名 一般名

バイアスピリン アスピリン

パナルジン チクロピジン塩酸塩

プラビックス クロピドグレル硫酸塩

エフィエント プラスグレル塩酸塩

プレタール シロスタゾール

バファリン
アスピリン・ダイアルミ
ネート配合剤

ブリリンタ チカグレロル

商品名 一般名

コンプラビン配合錠
アスピリン・クロピドグ

レル硫酸塩

タケルダ配合錠
アスピリン・ランソプラ

ゾール

エパデール
イコサペント酸エチル

（EPA）

ドルナー、プロサイリン ベラプロストナトリウム

アンプラーグ サルポグレラート塩酸塩

など

対象の
お薬



持ち物チェックリスト 

□新型コロナワクチン接種券  

 
□予診票 

 ・同封している予診票を使用してください。 

 ・普通のボールペンを使用してください。フリクションのボールペンおよび鉛筆は使用

しないでください。 

□接種券 

 ・３回目接種に必要な接種券は、予診票に印刷されています。 

 ・接種の当日時点に住民票のある市区町村が発行している接種券か確認してください。 

 ・確認方法は、予診票の右上の氏名・券番号の上の請求先欄に市区町村名が書いていま

す。接種の日に、引っ越しなどで住民票を他の市区町村に移される場合は、住民票を

移される市区町村が請求先となり、お持ちの接種券は使用できませんので、ご注意く

ださい。 

□本人確認書類（住民票の住所が記載されているもの） 

 ・接種の当日時点で住民票に記載されている住所が記載されているか確認してください。 

  

□予診票・接種券に同封されているもの 

３回目の接種済証のシールを貼るための新型コロナワクチン予防接種済証の台紙、 

１回目、２回目の予防接種済証または接種記録書は、予診票および接種券に同封され

ています。ご確認のうえ、同封されている書類は全て会場に持参してください。 

 

＜滋賀県外に住民票がある方はこちらもご準備ください＞ 

□滋賀県内に通勤・通学していることがわかるもの 

 ・滋賀県内の事業所・キャンパス等の記載がある社員証・学生証等をお持ちください。 

 ・お持ちでない場合は「滋賀県通勤通学証明書」をお持ちください。  

 

「請求先」の市区町村が、接種の当日時点で

住民票に記載されている市区町村か確認して

ください（異なる場合、接種できません）。

１回目、２回目接種の記録が記

載されています。

⇐接種券


